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10月26日（現地、以下同様）のEU（欧州連合）・ユーロ圏首脳会議では、欧州債務問題の解決に向けた包

括的対策が合意されました。合意事項は多岐にわたりますが、市場で注目されていた3つの事項に関しては、

おおむね事前の報道に沿ったものとなりました。詳しくは以下の通りです。

＜ギリシャ支援＞

第一に、ギリシャ支援です。2020年までにギリシャの政府債務残高対GDP（国内総生産）比を120%へ低下

させることを目的に、民間銀行が保有するギリシャ国債を額面で50％減額することに自発的に応じることとし、

それを前提に、EU/IMF（国際通貨基金）による 大1,000億ユーロの第2次ギリシャ支援が年末までに確定

することで合意されました。これにより、ギリシャの2012年以降の資金繰り懸念が和らいだことになります。た

だし、これまで同様、（3カ月毎の）分割融資にあたっては、ギリシャの財政再建が計画通りに進捗しているか

どうかが、毎回EU/IMFにより査定されることになるでしょう。

＜EFSF（欧州金融安定基金）の 大限の有効利用＞

第二に、EFSFの 大限の有効利用です。今回の合意は、市場での資金調達が困難に陥った周辺国の資

金調達支援と、国債市場の機能正常化に資することを目的に、EFSFへのユーロ圏各国の保証額を増やす

ことなくEFSFを 大限有効利用するものとなっています。すなわち、ユーロ圏各国の新発国債に信用を付与

することと、特別目的会社を設立し、それにEFSFが資金を一部拠出することで、民間の投資を呼び込むこと

が合意されました。これらの措置により、EFSFの実質的な規模を1兆ユーロ程度増額することが意図されてい

ます。制度適用の条件は、11月のユーロ圏財務相会合で決定される見込みです。例えば、スペイン・イタリア

の国債利回りが急上昇した場合など、特別目的会社を通じて流通市場で当該国債を購入する等の措置が

見込まれます。

＜銀行支援＞

第三に、銀行支援です。具体的には、銀行の資本強化と銀行負債への公的保証の二つです。銀行の資

本強化については、各国銀行が2012年6月末までに中核的自己資本比率を9%に高めるための計画を、

2011年末までに各国の監督当局に提出し、実施することが求められています。その際、リスク資産の過度な

圧縮を回避し、実体経済への影響を抑制することも必要条件とされています。銀行負債への公的保証は、

銀行の資金繰り支援を目的とした措置です。

EU・ユーロ圏首脳会議の合意内容について
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以上

これらの合意内容は、おおむね事前の観測報道に沿ったもので、市場の期待とかけ離れているわけで

はありません。特に、7月のユーロ圏首脳会議でいったん合意を得ながらも先延ばしされてきた、民間銀行

の保有するギリシャ国債の損失負担と第2次ギリシャ支援が、確定の見込みとなった意義は大きいと思わ

れます。恐らくは11月3・4日に開催予定のG20でも評価されるでしょう。今後問題となるのは実効性で、第2

次ギリシャ支援の確定、民間銀行の損失負担、銀行の資本強化計画などがスケジュール通りに進展し、

EFSFの 大限の有効利用の制度ができるだけ早期に稼動することが必要です。もちろん、ギリシャ・イタリ

アの財政再建の確実な進展も不可欠です。実効性に欠けると市場が判断すれば、債務問題への懸念が

再び高まる可能性もあるだけに、当局の迅速な対応が期待されます。今回の措置が実効性を伴えば、

ECBの積極的な流動性供給や周辺国国債の購入の継続も踏まえて、債務問題の波及も抑えられそうで

す。債務問題の抜本的解決には長期間を要しますが、今回のEU・ユーロ圏首脳会議はその端緒となった

と思われます。



 
 
 
 

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて 

手数料等およびリスクについて 

 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支
店担当者）経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大 1.20750％

（但し、最低 2,625 円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国

株式等の外国取引にあたっては、現地諸費用等を別途いただくことがあります。 

 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動による損失が生じるおそれがあり
ます。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変

動等による損失が生じるおそれがあります。 

 信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30％以上で、かつ 30 万円以上の委
託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行

うことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそ

れがあります。 

 債券を当社との相対取引によりお買付けいただく場合は、購入対価のみお支払
いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損

失を生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替

相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、債券の発行者また

は元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外

部評価の変化等により、損失を生じるおそれがあります。 

 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および
信託報酬等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変

動等による損失を生じるおそれがあります。 

ご投資にあたっての留意点 

 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券
等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。 

 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の
開示が行われていないものもあります。 
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